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【人間ドック健診・生活習慣病予防健診に関するお問い合わせ先】
協会けんぽ岐阜支部 保健グループ ☎058-255-5155（自動音声案内②）

お住いの都道府県の協会けんぽ支部へ
資格取得申出書を提出

・保険料は退職時の標準報酬月額（上限32万円）
に都道府県ごとの保険料率を掛けて算定します
・都道府県により保険料率が異なるため、在職中
の協会けんぽ加入支部とお住いの都道府県支部
が異なる場合等は、2倍の金額とならない場合が
ございます

お住いの市区町村の
国民健康保険担当課

ご家族の勤務先の事業所

被扶養者としての認定基準
を満たすこと（詳細はご家族の
勤務先にご相談ください）

被扶養者の保険料負担は
ありません

お住いの市区町村の国
民健康保険担当課にご
相談ください

□退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
□退職日の翌日から20日以内に資格取得申出書を提出
すること

□加入する世帯の人数や前
年の所得などにより決定
□保険料の減免制度があり
ます
□お住いの市区町村により
保険料額が異なります

□全額自己負担となるため、退職時の保険料の2倍とな
ります（在職時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負
担しています）

退職後の健康保険には、「国民健康保険」、「協会けんぽの任意継続」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」
の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。

協会けんぽでは、加入者のみなさまの健康増進と若年層からの生活習慣病対策をサポート
していくため、令和8年4月より健診のサービスを拡大します。

令和8年1月13日より、スマートフォンやパソコンなどから各種申請手続きを行うことができる「電子
申請サービス」が始まりました。これまでの「紙」の申請書よりも、手間・時間・費用をかけずに申請
手続きを完了させることができますので、ぜひご利用ください！

より充実した検査を受けられますので、ぜひご利用ください！
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人間ドック健診の総額が3万5000円の場合
総額3万5000円－補助2万5000円=自己負担額1万円

令和7年度までの対象者（35歳～74歳）に加え、20歳・25歳・30歳の方も生活習慣病予防健診の対象となります。

【例】

【注意】

令和8年度より、生活習慣病予防健診の健診単価を見直しします。診療報酬との乖離を是正する
ための改定となりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

　  058-255-5155（代表）岐阜支部
〒500-8667 岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル 14階

協会けんぽ　岐阜 検索

電話受付時間 8：30～17：15（土・日・祝日 年末年始を除く） 申請書のダウンロードができます

ウェブサイトからマイナンバー
カードでログイン
（社会保険労務士の方はユー
ザーIDとパスワードでログイン）

申請したい申請書を選択 入力フォーマットに必要事
項を入力し添付書類は電子
ファイルをアップロード

申請手続き完了です！
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OK!

ログイン 選択 入力 完了

基本的な健診項目（身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、
心電図検査など）+肺がん検診（胸部X線検査）
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